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第１章 計画策定の目的 

 

 地方公共団体においては、過去に整備された公共施設等が今後一斉に更新時期を迎える

のに対し、財政状況は厳しく、人口減少と高齢化の進行も相まって、長期的な視点から財政

負担の軽減や平準化、施設の適正な配置等を進めていくことが求められています。 

 本市においても、昭和５０年代から６０年代にかけて、公共施設やインフラ資産を集中的

に整備してきました。しかし、これらの多くは、建築後３０年以上が経過し、老朽化が進ん

でおり、今後更新費用が増加することが予想されます。 

 こうしたなか、本市では平成２８年８月に「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」を策定し、

伊勢崎市が所有する施設の状況や、更新にかかる費用の推計、施設区分別の方針等を示して

いますが、施設毎の具体的な整備については、各個別施設計画に委ねられることになりまし

た。 

 こうした経緯を受け、本計画は、「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」のうち保健施設に

ついて、今後の具体的な対応方針をとりまとめるとともに、更新費の縮減と市民サービスの

確保の両立を図ることを目的に個別施設計画として策定したものと位置づけられています。 

 

 

第２章 計画期間、対象施設 

 

１ 計画期間 

 本計画の計画期間は、「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」との整合性をとる必要から、

令和２７年度までとし、以下の計画期間に区分します。 

① 短期：令和２年度から令和６年度（５年間） 

② 中期：令和７年度から令和１１年度（５年間） 

③ 長期：令和１２年度から令和２７年度（１６年間） 

 

２ 対象施設 

 本計画で対象とする公共施設は、本市が所有する保健施設（健康づくり課所管施設）のう

ち、規模の小さな建物（５０㎡未満のもの）を除いた健康管理センター、赤堀保健福祉セン

ター、あずま保健センター、境保健センターの４施設及び当課所管の西部公園（連取町）内

にある健康器具（８基）を本計画の対象とします。 
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第３章 現状と課題 

 

１ 保健施設（保健センター）の役割 

保健施設（以下保健センター）は、市民の健康の保持・増進を図る健康づくりの拠点施設

です。市民が安心して子どもを生み育て、若年層から高齢期まで生涯を通じて元気に過ごせ

るように、妊産婦支援、乳幼児の成長発達支援や虐待予防、がんや糖尿病等の生活習慣病予

防、自殺対策等に取り組んでおり、今後も継続して進めていく必要があります。 

 

２ 現状 

 本市が所有する保健センターは、健康管理センター、赤堀保健福祉センター、あずま保健

センター、境保健センターの４施設です。平成１７年１月に旧伊勢崎市、赤堀町、東村、境

町の１市３町村が合併し新たな伊勢崎市となりましたが、合併後も旧市町村の保健センタ

ー運営を継続し、伊勢崎市区、赤堀地区、東地区、境地区に配置されています。総延床面積

は、平成３０年度末において４，２５０.１６㎡となっています。なお、赤堀保健福祉セン

ター内には、伊勢崎市社会福祉協議会赤堀支所の事務所があり、地域福祉推進事業などを実

施しています。 

 建築後の経過年数をみると、赤堀保健福祉センター以外の３施設が、昭和５６年３月から

昭和５９年８月にかけて整備され、大規模改修が必要な時期の目安とされる築３０年を経

過した施設となっています。総延床面積は２，２０３.１９㎡で４施設全体の５１.８％を占

めています。 

 

保健センター一覧 

 健康管理ｾﾝﾀｰ 赤堀保健福祉ｾﾝﾀｰ あずま保健ｾﾝﾀｰ 境保健ｾﾝﾀｰ 

運営形態 直営 

所在地 連取町 1155  西久保町二丁目

123-1 

東町 2670-4 境 637 

構造 

階数 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

２階建 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

平家建 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

２階建 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

２階建 

総延床面積 1,052.42㎡ 2,046.97㎡ 554.04㎡ 596.73㎡ 

建築年月 昭和 56年 3月 平成 14年 3月 昭和 59年 8月 昭和 56年 3月 

建築年数 築 38年 築 17年 築 34年 築 38年 

 

また、西部公園（連取町）内にある健康器具については、平成１７年度に、全部で９基設

置され、損傷が著しい１基は平成３０年度に撤去しています。 
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３ 課題 

 赤堀保健福祉センターを除き、各保健センターは老朽化が進んでおり、手狭なうえエレベ

ーターもなく、妊婦・乳幼児の安全管理に不安を感じる場面があります。また、プライバシ

ーに配慮した個別の相談室がないなど、利用者に不安を与えている現状があります。保健セ

ンターは、高齢者や子育て世代の利用が多い施設のため、今後は、施設の改修・更新の際は、

バリアフリー、ユニバーサルデザインを取り入れる必要があります。 

また、核家族化により育児の相談相手がいない等の子育て環境に対応するため、令和２年

度には子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠中からの総合的支援を実施していきま

すが、現状の施設規模では個別化、多様化する住民ニーズに十分な対応が難しい状況です。 

市民の健康増進のため設置された西部公園（連取町）内の健康器具については適正な保守

点検を行っていますが、度々修繕を行っている状況です。 

 

 

第４章 対策の優先順位の考え方 

 

 今後の施設の対策については、保健センターごとの重要性（Ａ～Ｃ）及び老朽化度（Ａ～

Ｃ）に基づき、優先順位を決めて実施することとします。 

 重要性については、設置の目的や用途、施設の状況、利用状況、コストの状況等により判

断することとします。 

 老朽化度は経過年数を基本としますが、劣化・損傷の程度や耐震性等についても考慮して

判断することとします。 

 

重要性 

Ａ…施設の機能を実質的に確保するうえで、存続させる必要がある建物 

Ｂ…施設の機能を実質的に確保するうえで、存続に向けて検討する必要がある建物 

  Ｃ…施設の機能を実質的に確保するうえで、あまり必要ではない建物 

老朽化度 

Ａ…建築後または大規模改修後、１５年未満の建物 

Ｂ…建築後または大規模改修後、１５年以上３０年未満の建物 

Ｃ…建築後または大規模改修後、３０年以上の建物 

 

 施設の改修や建替えの際には、重要性と老朽化度等により総合的に判断し、重要性がＢの

建物は、老朽化度を考慮し、他との統合や複合化を含めて対策を検討します。また、統合後

の施設は基本的に取壊しを前提として、対策を検討していきます。 
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第５章 個別施設の状態等 

 

 本章では、第３章の現状と課題を踏まえたうえで保健センターについて、施設ごとの状態

を示します。 

 なお、表中の法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年 3月

31 日大蔵省令第 15 号）」に基づいたものであり、利用者数及びコストは平成２９年度の実

績となっています。またコストとは利用者一人あたりのコストを指します。 

  

【健康管理センター】 

健康管理センターは、利用者数が多く、健康づくりの拠点として多くの事業を実施して

います。機能面での運営を継続する必要がありながら、手狭で使いにくさがあり、需要

規模に応じた事業の実施が難しいことから建物の重要度はＢとなっています。建築後の

経過年数は３８年のため、施設は古く老朽化度はＣとなっています。 

施設名称 健康管理センター 

設置目的 
伊勢崎市保健センター設置条例に基づき、市民の健康の

保持及び増進を図るため、保健センターを設置。 

運営形態 直営 

建築年月 昭和 56年 3月 

建築年数 築 38年 

法定耐用年数 50年 

簡易耐震診断劣化調査 耐震性能は高い 

主な修繕・改修 
H23 空調設備 

H26 ﾄｲﾚ設備 

利用者数 15,249人 

コスト 

687円/人 

年間の維持管理費 10,483千円 

うち年間の駐車場借上費 2,233千円 

劣化・損傷 
壁にクラックが見られる。 

屋根、庇の一部に損傷が見られる。 

重要性 Ｂ 

老朽化度 Ｃ 

健康管理センターは、老朽化に加え手狭な状態であることから、建替え等の必要性が高く、

他の保健センターの機能を健康管理センターに統合することを基本とした整備を進めます。 
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【赤堀保健福祉センター】 

赤堀保健福祉センターは、利用者が多く、健康づくりの拠点として運営を継続する必要

があることから、重要性はＡとなっています。建築後の経過年数は１７年であり老朽化

度はＢとなっています。 

施設名称 赤堀保健福祉センター 

設置目的 
伊勢崎市保健センター設置条例に基づき、市民の健康の

保持及び増進を図るため、保健センターを設置。 

運営形態 直営 

建築年月 平成 14年 3月 

建築年数 築 17年 

法定耐用年数 50年 

簡易耐震診断劣化調査 未実施 

主な修繕・改修 

H27 空調設備 

H27 外壁タイル 

H28 空調設備 

利用者数 9,430人 

コスト 

1,013円/人 

年間の維持管理費 9,550千円 

うち年間の駐車場借上費 621千円 

劣化・損傷 外壁のタイルに一部損傷が見られる。 

重要性 Ａ 

老朽化度 Ｂ 

 

【あずま保健センター】 

あずま保健センターは、利用者が比較的少なく、事業の見直しの観点から存続の検討が

必要であり重要性はＢとなっています。建築後の経過年数も３４年のため、施設は古く

老朽化度はＣとなっています。 

施設名称 あずま保健センター 

設置目的 
伊勢崎市保健センター設置条例に基づき、市民の健康の

保持及び増進を図るため、保健センターを設置。 

運営形態 直営 

建築年月 昭和 59年 8月 

建築年数 築 34年 

法定耐用年数 50年 

簡易耐震診断劣化調査 未実施 



6 

 

主な修繕・改修 

H24 屋上防水 

H27 屋上防水 

H28 屋上防水 

利用者数 5,437人 

コスト 
572円/人 

年間の維持管理費 3,110千円 

劣化・損傷 壁にクラックや雨漏りの痕が見られる。 

重要性 Ｂ 

老朽化度 Ｃ 

あずま保健センターは、老朽化及び手狭な状態であることから、機能を健康管理センタ

ーに統合し、将来的には取壊しを検討します。 

 

【境保健センター】 

境保健センターは、、利用者が比較的少なく、事業の見直しの観点から存続の検討が必

要であり重要性はＢとなっています。建築後の経過年数は築３８年で、施設は古く老朽

化度はＣとなっています。 

施設名称 境保健センター 

設置目的 
伊勢崎市保健センター設置条例に基づき、市民の健康の

保持及び増進を図るため、保健センターを設置。 

運営形態 直営 

建築年月 昭和 56年 3月 

建築年数 築 38年 

法定耐用年数 50年 

簡易耐震診断劣化調査 耐震性能が低い、やや耐力の不足する建物 

主な修繕・改修 H21 空調設備 

利用者数 5,832人 

コスト 

266円/人 

年間の維持管理費 1,549千円 

※警備委託料等については境支所での支払い 

劣化・損傷 壁にクラックが見られる。 

重要性 Ｂ 

老朽化度 Ｃ 

境保健センターは、老朽化及び手狭な状態であることから、機能を健康管理センターに

統合し、将来的には取壊しを検討します。 
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【西部公園（連取町）内の健康器具】 

平成１７年度に厚生労働省の老人保健推進費補助金を受けた介護予防促進調査

事業において、市民が誰でも健康づくりに利用できる健康器具として設置したもの

です。 

 当初は９基設置していましたが、その内の１基は度重なる亀裂や損傷により、修 

繕による安全確保が困難なため、平成３０年度に撤去しました。残りの８基につい 

ては、適正な保守点検を実施し、安全に使用できるように管理しています。 

 

第６章 対策内容、実施時期、費用 

 

 本章では、第４章や第５章での内容を踏まえたうえで、今後の施設の対策内容や実施時期

及び対策費用について保健センター全体について示します。また、対策内容については以下

の考え方を基本としています。 

 更新の考え方 

建替え 現在ある施設の運営を継続する必要がある場合で、施設の劣化等

の状態を踏まえたうえで、建替えの必要がある場合に採用します。 

大規模改修 現在ある施設の運営を継続する必要がある場合で、施設の劣化等

の状態を踏まえたうえで、大規模改修の必要がある場合に採用し

ます。 

統合 現在ある施設の運営を継続する必要がある場合で、施設の劣化等

の状態を踏まえたうえで、現在の施設が需要に対して過大である

ことや管理効率が悪いことなどから、類似施設と機能集約する場

合に採用します。 

他の施設に統合される場合、当該施設は原則として取壊しとなり

ます。 

複合化 現在ある施設の運営を継続する必要がある場合で、施設の劣化等

の状態を踏まえたうえで、現在の施設が需要に対して過大である

ことや管理効率が悪いことなどから、異なる施設区分の施設と機

能集約する場合に採用します。 

他の施設に複合化される場合、当該施設は原則として取壊しとな

ります。 

取壊し 現在ある施設の運営を継続する必要がない場合で、施設の劣化等

の状態を踏まえたうえで、用途変更や譲渡・売却、貸付ができない

場合に採用します。 
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【保健センターの対策内容】 

保健センターは、健康づくりの拠点として、市民が安心して子どもを生み育て、生 

涯を通じて元気に過ごせるように、妊産婦支援、乳幼児の成長発達支援や虐待予防、が

んや糖尿病等の生活習慣病予防、自殺対策等を充実強化し、市民の健康づくりに努めな

ければなりません。 

 健康管理センター、あずま保健センター及び境保健センターは、老朽化が激しく、妊

産婦や乳幼児等の利用が多い施設でありながら、手狭で安全面に不安であり、衛生面で

も施設の構造上、十分な配慮ができない状況のため、建替えの必要性が高い状況です。 

 これらの状況を踏まえ、公共施設を通じた行政サービスの維持向上のための最適な施

設配置や効率的な管理運営を行っていくための意見を求める伊勢崎市スポーツ施設・高

齢福祉施設・保健施設のあり方検討委員会により、改めて本市の保健センターのあり方

が検討されました。その検討結果、また、市の限られた財源を有効活用し、長期的・経

営的な視点に立った上での更新、維持管理費の削減、将来の財政負担の軽減の観点か

ら、全ての保健センター機能を統合し、社会情勢や住民のニーズに合わせた健康づくり

の基幹センター整備を令和２年度～令和６年度の間に進めます。 

 健康管理センター、あずま保健センター及び境保健センターは、統合後、保健施設と

しての用途は廃止し、将来的には取壊しを検討していきます。赤堀保健福祉センター

は、施設を有効活用できるよう、関係部局で検討していきます。 

 現在４箇所の保健センターで実施している各種保健事業は、利用者数の推移を考慮し

ながら見直していきます。また、健康づくりの基幹センターの整備の際は、支所等を利

用しながら可能な限り地域に密着した形で各種届出や相談業務のための保健師等を配置

し、各地区における業務の一部を継続させていくことを検討します。 

 また、高齢者や子育て世代の利用が多い施設であることから、バリアフリー、ユニバ

ーサルデザインの導入を検討します。 

 

【西部公園（連取町）内の健康器具の対策内容】 

現在設置している８基の健康器具は、適正な保守点検を実施し、安全に使用でき 

るように管理していきますが、老朽化により損傷が著しい場合には、経済的有益性を

鑑み撤去も検討します。住民ニーズや社会情勢を踏まえ、ウォーキング教室、ウォー

キングマップやアプリの活用の周知、他課関連事業との連携等により運動する場や機

会の提供を推進していきます。 
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【保健センターの対策時期及び費用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点検及び修繕は適正に実施します。 

※対策費用については、他自治体の建設実績をもとに算出しています。 

※大規模改修単価は、バリアフリー対応等社会的改修費用を含んでいます。 

※取壊しのみの場合の取壊し費用は計上していません。 

※健康器具の修繕等の費用は計上していません。 

 

第７章 今後の対応方針 

  

「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」では、公共施設等の総合的かつ計画的な管理運営の

実現の基本的な取り組みとして「総量の適正化」「長寿命化の推進」「効率的な管理・有効活

用」を設定した上で、個別具体的な取り組みを進めることとしています。 

 本計画では、令和２７年度までの計画的な施設整備を示していますが、これを確実に実行

していくためには、「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」の用途別及び地区別の基本的な方

針に基づき、かつ今後の本市の財政動向や社会環境の変化を見据え、次の更新費縮減の実施

項目に取り組み、公共施設の安定的な管理運営を推進していくこととします。 

 

・今後の需要見込みを踏まえ、重要性が低い施設については、統廃合に取り組み、施設の需

要と立地のマッチングを図ります。 

・建替え、大規模改修にあたっては新工法などの導入に積極的に取り組み、工事費の縮減を

図ります。 

・ユニバーサルデザイン２０２０行動計画に基づき、バリアフリーの推進やユニバーサルデ

ザインの導入についても検討するとともに、運営については直営を基本としますが、社会

情勢などにより民間活力の活用についても検討し、効率的な施設運営や行政サービスの

令和2～6 令和7～11 令和12～27

（新）保健センター
建替え（４セ
ンター統合）

3,900.00 1,800,000

健康管理ｾﾝﾀｰ 昭和55年度 1,052.42 B C 統合 取壊し 0.00

赤堀保健福祉ｾﾝﾀｰ 平成13年度 2,046.97 A B
有効活用の
検討

2,046.97

あずま保健ｾﾝﾀｰ 昭和59年度 554.04 B C 統合 取壊し 0.00

境保健ｾﾝﾀｰ 昭和55年度 596.73 B Ⅽ 統合 取壊し 0.00

対策後の
延床面積

対策費用
（千円）

施設名称 建築年度
延床面積
（㎡）

重要性 老朽化度
対策内容
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維持向上を図ります。 

 

 本計画に基づく個々の施設の更新等にあたっては、「伊勢崎市総合計画」との整合性を確

保していくとともに、本計画で定めた内容についても必要に応じて適宜見直していくこと

とします。 
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伊勢崎市保健施設個別施設計画 

令和２年２月策定 

令和４年２月改訂 

 

本計画策定課 

健康推進部健康管理センター 

電話：０２７０－２３－６６７５ 


